
■ 今後策定または改定予定の計画等

今後の環境審議会＆部会開催予定： 平成23年12月１日(木)　　環境審議会総会

平成24年１月31日(火)　　環境管理部会

今後策定または改定予定の計画

環境の分野で新しい価値の創造を目指し，誰もが豊かで快適に暮らす
ことができる持続可能な経済社会を実現するため，環境都市づくりの分
野で福岡市の長期的な将来イメージを描くものであり，今後環境局が
所管する計画等の指針となるもの。
なお策定には，局内で策定委員会を設置し，各分野の学識経験者の意見
を聞くとともに，総務企画局がとりまとめる新ビジョンなどとも連携を
図りながら進める予定。

平成２３年度中

本市の魅力を支える生物多様性を維持・向上していくことで、将来に
わたって継続的に生物多様性の恵みを享受するため、市域ぐるみの行動
計画を策定し、もって、福岡市の活力の維持、向上に資することを目的
とした長期的な成長戦略とするもの。
内容については学識、ＮＰＯ（代表者）等を委員とする「生物多様性
ふくおか戦略（仮称）策定検討委員会」を設置し検討中。

平成２４年度中

平成15年に策定したアイランドシティ環境配慮指針について、港湾局に
おいてアイランドシティ事業計画の策定（平成21年）等を受け、平成23
年度中に指針を改定し、平成24年度より新指針の運用を開始するもの。
内容については、学識経験者を委員とする「アイランドシティ環境配慮
指針改定検討委員会」を設置し検討中。

平成２３年度中

市民・事業者も含めた、福岡市における総合的かつ計画的な地球温暖化
対策を推進するための計画で、平成20年の「地球温暖化対策の推進に
関する法律」の改正に基づき、現行計画の内容の見直し及び新たな数値
目標の設定を行うもの。
内容については、関係行政機関や学識経験者等で構成する「福岡市地球
温暖化対策実行計画協議会」において検討中。

平成２４年度中

平成２３年４月に環境影響評価法が改正され，新たに計画段階配慮事項
の検討や，環境保全措置等の結果の報告・公表の手続が創設され，イン
ターネットによる図書の電子縦覧などの手続が追加された。
このため，法の趣旨及び本市の地域特性を踏まえた環境影響評価制度の
あり方について検討するもの。
検討にあたっては，新たな手続が創設されることから，環境審議会に諮
問することとしており，答申内容を踏まえて環境影響評価条例の改正の
検討を進める予定。
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